
資料３ 

関係法令 

 

積立金関係 

○労働者災害補償保険法(昭和二十二年四月七日法律第五十号) 

第三十条 労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する

保険料については、徴収法の定めるところによる。 

  

○特別会計に関する法律（平成十九年三月三十一日法律第二十三号）（抄） 

（積立金及び資金の預託）  

第十二条 各特別会計の積立金及び資金は、財政融資資金に預託して運用する

ことができる。  

（積立金） 

第百三条 労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた

場合には、当該剰余金のうち、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等

事業費（特別支給金に充てるためのものに限る。第五項において同じ。）に充

てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。  

２ 労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その

他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定の積立金から補

足するものとする。  

（中略） 

 

５ 労災勘定又は雇用勘定の積立金は、労災保険事業の保険給付費及び社会復

帰促進等事業費又は雇用保険事業の失業等給付費並びに第百二条第三項の規

定による当該各勘定からの徴収勘定への繰入金（労働保険料の返還金の財源

に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。）を支弁するために必要があ

る場合には、予算で定める金額を限り、当該各勘定の歳入に繰り入れることが

できる。  

  

○財政融資資金法（昭和二十六年三月三十一日法律第百号） 

（財政融資資金への預託の義務）  

第五条 政府の特別会計の歳入歳出の決算上の剰余金を積み立てた積立金（財

政投融資特別会計の財政融資資金勘定並びに年金特別会計の国民年金勘定及

び厚生年金勘定に係る積立金を除く。）は、すべて財政融資資金に預託しなけ

ればならない。 

 



年金スライド関係 

○労働者災害補償保険法（昭和二十二年四月七日法律第五十号）（抄） 

第八条の三 年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額

（以下この条において「年金給付基礎日額」という。）については、次に定め

るところによる。 

一 算定事由発生日の属する年度（四月一日から翌年三月三十一日までをいう。

以下同じ。）の翌々年度の七月以前の分として支給する年金たる保険給付に

ついては、第八条の規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基

礎日額とする。 

二 算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後の分として支給する

年金たる保険給付については、第八条の規定により給付基礎日額として算定

した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度（当該

月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度）の平均給

与額（厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給

する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労

働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下この号及び第十六条の六第二項

において同じ。）を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た

率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日

額とする。 

 

○労働者災害補償保険法施行規則（昭和三十年九月一日労働省令第二十二号）

（抄） 

（年金たる保険給付等に係る平均給与額の算定） 

第九条の五 法第八条の三第一項第二号（法第八条の四において準用する場合

を含む。次項において同じ。）の平均給与額は、平均定期給与額の四月分から

翌年三月分までの各月分の合計額によるものとする。ただし、毎月勤労統計の

標本の抽出替えが行われたことにより当該各月分の合計額によることが適当

でないと認められる場合には、当該各月について、常用労働者（毎月勤労統計

における常用労働者をいう。以下この項において同じ。）を常時五人以上雇用

する事業所（毎月勤労統計における事業所をいう。）に雇用される常用労働者

に係る当該抽出替えが行われた月の当該抽出替えが行われた後の平均定期給

与額に当該抽出替えが行われた後の賃金指数（毎月勤労統計における毎月き

まつて支給する給与の賃金指数をいう。以下この項において同じ。）を当該抽

出替えが行われた月の当該抽出替えが行われた後の賃金指数で除して得た数

を乗じて得た額の合計額によるものとする。 

２ 毎月勤労統計の調査の範囲、対象等の変更が行われたことにより前項の規



定により算定した平均給与額によることが適当でないと認められる場合にお

いては、同項の規定にかかわらず、当該変更が行われた月の属する年度の法第

八条の三第一項第二号の平均給与額は当該変更が行われた月以後の十二月分

の平均定期給与額の合計額（当該合計額により難い場合には、十二を下回る厚

生労働大臣が定める数の月分の平均定期給与額の合計額。以下この項におい

て同じ。）を当該変更が行われなかつたものとした場合に得られる当該十二月

分の平均定期給与額の合計額で除して得た率（以下この項において「補正率」

という。）を当該変更が行われた月より前の各月の月分の平均定期給与額に乗

じて得た額を当該変更が行われた月より前の各月の月分の平均定期給与額と

みなして前項本文の規定を適用したときに得られる同項本文の合計額による

ものとし、当該変更が行われた月の属する年度より前の年度の同号の平均給

与額は同項の規定により算定した平均給与額（同号の平均給与額がこの項の

規定により算定した額によるものとされた場合にあつては、当該算定した額）

に補正率を乗じて得た額によるものとする。 

 

労災保険率関係 

○労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）（抄） 

第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上

の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事

業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡

等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせ

て、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由

又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該

労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて

労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

第三十条 労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する

保険料については、徴収法の定めるところによる。                                                                     

 

○労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）（抄） 

（労働保険料）                                                                                 

第十条 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。 

２ 前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次の

とおりとする。 

一 一般保険料 

二 第一種特別加入保険料 



三 第二種特別加入保険料 

三の二 第三種特別加入保険料 

四 印紙保険料 

五 特例納付保険料 

 

○労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）（抄） 

（一般保険料の額） 

第十一条 一般保険料の額は、賃金総額に次条の規定による一般保険料に係る

保険料率を乗じて得た額とする。 

２ 前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支

払う賃金の総額をいう。 

３ 前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める事業については、厚生労働

省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。 

 

○労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）（抄） 

（一般保険料に係る保険料率） 

第十二条 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。                                     

一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労

災保険率と雇用保険率(第五項(第十項又は第十一項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。)、第八項又は第九項の規定により変更されたとき

は、その変更された率。第四項を除き、以下同じ。)とを加えた率 

二 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率 

三 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率 

２ 労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業

に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政

の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定める

ところにより、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去三年間の業務災

害(労災保険法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)、複数業務

要因災害(同項第二号の複数業務要因災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害

(同項第三号の通勤災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに二次健康診断

等給付(同項第四号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条において

同じ。)に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内

容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。 

 

 

 



○労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令（昭和四十七年政令第四十六

号）（抄） 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項の労災保険率は、厚

生労働省令で定める事業の種類ごとに、過去三年間に発生した労働者災害補償

保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号の業務災害(以下「業務

災害」という。)、同項第二号の複数業務要因災害(以下「複数業務要因災害」と

いう。)及び同項第三号の通勤災害(以下「通勤災害」という。)に係る同法の規

定による保険給付の種類ごとの受給者数及び平均受給期間、過去三年間の同項

第四号の二次健康診断等給付(以下「二次健康診断等給付」という。)の受給者数

その他の事項に基づき算定した保険給付に要する費用の予想額を基礎とし、労

災保険に係る保険関係が成立している全ての事業の過去三年間の業務災害、複

数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した

費用の額、同法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として行う事業の種類

及び内容、労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用の予想額その他

の事情を考慮して定めるものとする。 

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則（昭和四十七年労働省令第八

号）（抄） 

（労災保険率等） 

第十六条 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員を使用して

行う船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する

場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業(以下この

項において「船舶所有者の事業」という。)以外の事業に係る労災保険率は別

表第一のとおりとし、船舶所有者の事業に係る労災保険率は千分の四十二と

し、別表第一に掲げる事業及び船舶所有者の事業の種類の細目は、厚生労働大

臣が別に定めて告示する。 


